
 
国立国語研究所法人文書管理規程 

 

平成２１年１０月 １日 

国語研規程第３４号  

改正 平成２２年 ３月２９日 

改正 令和 ３年 ４月３０日 

改正 令和 ５年 ５月１６日 

改正 令和 ６年 ４月１０日 

改正 令和 ８年 ３月１１日 

 

（趣旨） 

第１条 国立国語研究所における法人文書の管理については，人間文化研究機構法人文書管理規則に定

めるもののほか，この規程の定めるところによる。 

 

（管理体制） 

第２条 管理部に文書管理者を置き，各課長をもって充てる。 

２ 管理部各課に文書管理担当者を置き，次の者をもって充てる。 

（１）総務課にあっては総務・企画係長 

（２）財務課にあっては財務・経理係長 

（３）研究推進課にあっては研究推進グループ係長 

 

 

（その他） 

第３条 この規程に定めるもののほか，必要な事項については，管理部長が別に定める。 

 

附 則 

この規程は，平成２１年１０月１日から施行する。 

附 則 

この規程は，平成２２年４月１日から施行する。 
附 則 

この規程は，令和３年４月３０日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和５年５月１６日から施行し，令和５年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和６年４月１０日から施行し，令和６年４月１日から適用する。 

附 則 

この規程は，令和８年４月１日から施行する。 


